
大
分
県
自
然
海
浜
保
全
地
区
条
例
施
行
規
則
（
昭
和
五
十
五
年
規
則
第
五
十
五
号
）

改 
 

 

正 
 
 

案

現 
 

 
 

 
 
 

行

第
一
条
～
第
五
条

（
略
）

（
法
令
に
基
づ
く
許
可
等
で
届
出
又
は
通
知
と
み
な
す
場
合
）

第
一
条
～
第
五
条

（
略
）

（
法
令
に
基
づ
く
許
可
等
で
届
出
又
は
通
知
と
み
な
す
場
合
）

第
六
条

条
例
第
六
条
第
四
項
第
九
号
の
規
則
で
定
め
る
法
令
の
規
定
に
基

づ
く
許
可
、
免
許
、
認
可
、
承
認
、
届
出
、
通
知
又
は
協
議
は
、
次
の
各
号

に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

第
六
条

条
例
第
六
条
第
四
項
第
九
号
の
規
則
で
定
め
る
法
令
の
規
定
に
基

づ
く
許
可
、
免
許
、
認
可
、
承
認
、
届
出
、
通
知
又
は
協
議
は
、
次
の
各
号

に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

一
～
四

（
略
）

一
～
四

（
略
）

五

都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
五
十
三
条
第
一
項
の

規
定
に
よ
る
許
可
（
都
市
計
画
施
設
（
公
園
又
は
緑
地
に
限
る
。
）
の
区

域
内
に
お
け
る
建
築
物
の
建
築
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
及
び
当
該
許
可

に
つ
い
て
同
条
第
二
項
の
規
定
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
五
十
二
条

の
二
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
協
議

五

都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
五
十
三
条
第
一
項
の

規
定
に
よ
る
許
可
（
都
市
計
画
施
設
（
公
園
又
は
緑
地
に
限
る
。
）
の
区

域
内
に
お
け
る
建
築
物
の
建
築
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
及
び
当
該
許
可

に
つ
い
て
同
条
第
二
項
の
規
定
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
四
十
二
条

第
二
項 

 
  

の
規
定
に
よ
る
協
議

六
～
八

（
略
）

六
～
八

（
略
）

九

大
分
県
漁
港
管
理
条
例
（
昭
和
三
十
三
年
大
分
県
条
例
第
四
十
二
号
）

第
四
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
承
認
及
び
同
条
例
第
十
条
第
一
項
の
規

定
に
よ
る
許
可

（
新
設
）

（
自
然
海
浜
保
全
地
区
内
に
お
け
る
行
為
で
届
出
等
を
要
し
な
い
も
の
）

（
自
然
海
浜
保
全
地
区
内
に
お
け
る
行
為
で
届
出
等
を
要
し
な
い
も
の
）

第
七
条

条
例
第
六
条
第
五
項
第
三
号
の
規
則
で
定
め
る
行
為
は
、
次
の
各
号

に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

第
七
条

条
例
第
六
条
第
五
項
第
三
号
の
規
則
で
定
め
る
行
為
は
、
次
の
各
号

に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

一
～
三

（
略
）

一
～
三

（
略
）

四

漁
港
及
び
漁
場
の
整
備
等
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百

三
十
七
号
）
第
十
七
条
、
第
十
八
条
若
し
く
は
第
十
九
条
に
規
定
す
る
特

定
漁
港
漁
場
整
備
事
業
計
画
又
は
同
法
第
四
十
四
条
第
一
項
に
規
定
す

る
認
定
計
画
に
従
つ
て
す
る
行
為

第
八
条
～
第
九
条

（
略
）

別
記
様
式
（
そ
の
１
）
～
別
記
様
式
（
そ
の
５
）

（
略
）

（
新
設
）

第
八
条
～
第
九
条

（
略
）

別
記
様
式
（
そ
の
１
）
～
別
記
様
式
（
そ
の
５
）

（
略
）

別紙３


